
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  設立期間中の損益 

Ｑ：当社は、設立１期目の会社ですが、会

社を設立する前の損益があります。これはど

うしたらいいのですか？ 

 

Ａ：原則として、１期目の損益に含めて申

告することになります。 

【解説】 

ご質問のように、会社が出来上がるまでに

経費を支出したり、売上が上がる場合があり、

どうしたらいいか迷う場合があるかもわかり

ませんが、これについて、法人税の基本通達

では、次のように規定しています。 

法人の設立期間中にその設立中の法人につ

いて生じた損益は、その法人のその設立後最

初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申

告することができるものとする。ただし、設

立期間がその設立に通常要する期間を超えて

長期にわたる場合におけるその設立期間中の

損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設

立されたものである場合における当該事業か

ら生じた損益については、この限りでない。 

したがって、原則として、設立前の損益は

第１期目の損益に含めることとなるのですが、

この場合においても、法人の事業年度開始の

日は法人の設立の日に変わりありませんので、

間違いのないようにしておいてください。 

なお、現物出資により設立した法人のその

現物出資の日から当該法人の設立の日の前日

までの期間中に生じた損益は、その法人のそ

の設立後最初の事業年度の所得の金額の計算

に含めて申告することとなります。 
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